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東員ミュージカル第 11 弾
LIFE IS DERBY ～あさもやの向こうから～

笑いと涙、情熱で魅了する



　明けましておめでとうございます。町民の皆さまには、輝かしい新年
をお迎えのこととお慶び申し上げます。
　昨年の夏は記録的な猛暑に見舞われ、11月に入っても夏日が観測さ
れるなど、地球温暖化による異常気象の影響が私たちの生活の中で常態
化しています。地球環境は、私たち人間が生活の利便性を追求し、生産
活動を活発化させることによって犠牲にしてきているもので、いずれは
地球もどこかでリセットしなければいけないのではないかと心配してい
ます。私たちの生活の中で、どんな小さなことでも、SDGsの精神に
則った行動を起こしていかなければなりません。
　さて、昨年は新型コロナウイルス感染症の分類が５類となりました。

東員町では３～４年ぶりにいろいろなイベントが開催され、多くの人に足をお運びいただき、楽
しんでいただくことができました。中でも、春秋に開催されたTOINマルシェや西美濃・北伊勢観
光サミットと共同開催された東員町商工祭では、町内外の多くの人にお越しいただいて、コロナ
禍以前のような賑わいを取り戻していました。また、東員ミュージカルも公演１か月前にはチ
ケットが完売となる盛況ぶりで、私たちの社会活動は元に戻りつつあることを実感した年でした。
　今年は、本町の最重要課題である、東員第一中学校の移転・整備に向け、皆さまの目に見える
形で動き出す年になります。地権者の皆さまから貴重な土地を提供いただき、遺跡調査や造成工
事が始まります。また、並行して本格的な学校の姿を描く実施設計も進める予定であり、令和９
年４月開校を目指してまいります。
　稼げるまちづくりとしては、DMO（Destination Management Organization・観光地域づく
り運営組織）を立ち上げ、町のPRやマーケティングなどの調査を行い、町のさまざまな観光主体
が連携しながら、東員町を売りだしてまいりたいと考えています。さらには、行政課題となって
いる空き家対策にも関与し、空き家を活用した宿泊施設や飲食店、販売店などに取り組むなど、
地域課題の解決に向けた事業展開をしてまいりたいと考えています。
　まだまだ課題は山積していますが、町民の皆さまとともに、一つひとつ丁寧に向き合い、その
解消に努めてまいります。
　最後になりましたが、地域紛争や地球環境の悪化など、世界的に大変な時期ではありますが、
町民の皆さまにはご健勝でお過ごしいただき、ご活躍いただきますことをお祈りいたしまして、
年頭の挨拶といたします。

水谷俊 郎

新年のごあいさつ

町　長
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　私たちのこの国、この町、この東員町はいま激動する世界情勢・社会
情勢の中で大変厳しい行財政運営が求められています。
　あのウクライナの大地ではいまだ戦火が止まず、さらにはイスラエル、
パレスチナ（ガザ地区）における悲惨な民族紛争などにより両国地域に
甚大な被害、犠牲者がでています。私たちは世界中の心ある人々と共に、
世界平和とこの地域における和平という名の春風が１日も早く訪れるよ
うにと願うところです。
　また、この社会はいま数年来のコロナ禍を始め地球温暖化に伴う大水
害、大火災などにより世界各国において多大な被災者や犠牲者が出てい
るようです。　　　　　　　　　　

　いまこそ我々人類は大自然との共生を図りながら、この豊かで便利な文明社会の在り方や生き
方について真摯に検証を重ねながら、古き歴史や伝統に根づいた良き文化社会の数々の事跡を、
この年の初夢の中で振り返ってみたいと思います。
　龍　いわく『めでたさも　中くらいなり　おらが春』こんな思いでございます。
　新年を迎えて我が東員町の百年の大計を決すべき東員第一中学校の移転事業が本格的に開始さ
れます。この国この町における大変な少子化時代の将来展望を思うとき、いつの日か幼保小中学
校の再編が視野に入ることになります。
　議会はその日に備えてまず老朽化し遍在する東員第一中学校を現在地から町の中心地である、
庁舎隣接地に移転するこの計画を承認し支援してまいります。しかし、この計画には多額の予算
を要することから、現東員第一中学校跡地の活用を始め公共施設の適正な維持管理を図り、行政
運営の要諦である無駄を排して、あくまで、シンプル・イズ・ベストの次の世代を担う若者達の
心に残る学び舎づくりのために、行政ともども議論を重ね協働してまいります。
　我々議会はこの町における大変な少子高齢化社会の厳しい生活環境の中で子育て支援、高齢
者・障害者の皆さまを誰一人として取り残さない、そんな安心で安全な町づくり人づくりをとお
して、この町に生きて住んでよかった我が東員町の明日への地域づくり故郷づくりのために全力
で取り組んでまいります。
　生涯学習を重ね、生涯現役で、生涯青春の思いで、生涯健康を果たすために、議会は何時も皆
さまと共にありたいと願っています。今後ともどうぞ宜しくご理解とご指導をいただきますよう
お願いし、合わせてこの年における皆さま方のご健勝とご多幸を心よりご祈念申し上げて、我々
議会を代表して、新年におけるご挨拶といたします。

山本 陽一郎
議会議長

新春のお慶びを申し上げます
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近藤　全国的に人口が減る中、東員町は人口を維
持し、子どもたちも増えていることは、これまで
の水谷町長の施策が正しかったんだと感じていま
す。私も子どもがいて、初めは「東員町は子育て
のまち」と聞いて「本当にそうなのかな？」と
思っていましたが、今の現状をみると納得してい
ます。

町長　東員町は、平成10年前後から人口が減少し

はじめ、私が町長に就任した平成23年当初も減少
が続いていました。それまで人口対策として、定
住奨励金や出産祝い金などを支給していましたが、
人口減少を止めることはできませんでした。そこ
で、例えば保育士をできる限り正規職員として雇
用することで保育・教育の質を向上させるなど、
いわゆる「現場」へお金を使う方向にシフトチェ
ンジしました。確かにそのことで、当時はさまざま
な意見をいただくこともありましたが、今となって

現在の東員町

新 春
対 談

東員町長

水谷　俊郎

プロモーター
こ ん ど う ひとし

近藤　均
　令和5年4月から4期目が始動。3期12年の
経験を活かし、町民の皆さんが心身ともに健
康で活躍できるまちづくり、魅力あふれるま
ちづくりに取り組んでいます。

　町内在住で、ケーブルテレビ局の役員であ
り、総合文化センター内にあるヴィアティン
三重サポーターズカフェ「THE BOWL cafe」
を運営。持ち前の行動力を活かし「ヴィア
ティンフェスティバル」などのイベントを運
営するなど、若手プロモーターとして活躍し
ています。

　子育てや教育、文化などに力を入れている東員町。次に見据えているのはまちの魅力向上、
そして“稼げるまち”づくりです。そこで今回は町内在住でプロモーターとして幅広く活躍して
いる近藤　均さんと、現在の東員町や魅力的なまちづくりについて、対談を行いました。

東員町の魅力とまちづくり
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は、あのシフトチェンジは正解だったと思ってい
ます。

近藤　私は東員町で生まれ育ち、私の子どもも東
員町でずっと育っていて、最近では他の自治体に
住んでいる友人から「東員町、いいよね」とすご
く言われます。確かに、東員町では16年一貫教育
プランなどの教育環境にも定評があり、私も親と
して、何も心配することなく子育てができている
と感じています。私たちはこの環境が当たり前の
ように感じてしまいますが、実は非常にありがた
いことで幸せなことだと思います。

町長　そのように感じてもらえてうれしいです。
16年一貫教育プランは、岡野前教育長が肝いりで
作られたもので、すごくいい教育プランだと思い
ます。また、国では保育は厚生労働省、幼児教育
は文部科学省が所管していますが、東員町は、保
育園も幼稚園も全て教育委員会が一括して所管し
ています。これは、東員町独自のやり方だと思い
ますし、実際、子どもたちの成長を「途切れな
く」支援できることはとても大切だと思います。

近藤　今でこそ全国的にも同じような取り組みを
行っている自治体は増えてきましたが、東員町が
始めた頃はとても先進的だったと思います。最初
は、まちづくりについて、なぜ企業誘致ではなく
て、子育てなんだろうと思っていました。

町長　もちろん企業誘致について考えたことはあ
りますが、東員町は企業を誘致できる土地が少な
く、企業の要望に応えることができません。そし
て、まちの取り組みについて、いつまでも国に頼
ることはできません。地方分権が進む昨今、東員
町が自立していくためには、東員町独自の考え方
や取り組みが必要であり、町の実力がついていな
いといけません。そのため、私は町長に就任と同
時に、実力がないのに派手なことをするのではな
く、まず実力をつけようと考えました。これまで
の３期でどこまで実力がついているのか数値とし
て明確化できませんが、少なくとも町職員はすご
く成長し、質も格段によくなっていると思います。
職員が変われば、町は必ず変わります。

近藤　私が小さい頃は、人の名前を聞くとどこの
地域の人かわかるほど地域色が強かったことを覚
えています。しかし、最近では小規模開発も進み、
昔からこの土地に住む人と新たに転入してきた人
が共存することで、地域の雰囲気も変わってきま
した。

町長　この小規模開発の良いところは、元々住ん
でいる人のコミュニティーに新しい人が入ってい
くことで、お互いに刺激が生まれることです。東
員町のことを全く知らない人に、地元の人が色々
と教えていく。中には難しい面もありますが、既
存のコミュニティーへ入っていくことで安心感が
生まれるなど必ずメリットもあります。

近藤　子育ての話にも繋がりますが、子どもを通
して親に交流が生まれる。これは子育ての施策が
効いている結果であって、地域の行事の時だけで
はなく、日常から親同士のコミュニティーが自然
に生まれてきていて、とてもいい流れだと思いま
す。

町長　既存のコミュニティーへ新しい人が入って
きて、皆が交わることで子どもも大人も輪が広
がっていきます。私が町長に就任した時、東員町
の合計特殊出生率は全国・県それぞれの平均を下
回っていて、非常に低くなっていました。しかし、
現在は、全国・県平均を上回っているので、おそ
らく親同士のコミュニティーが自然にできること
で、安心して子育てができる環境が整ってきてい
るからではないでしょうか。
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近藤　「東員町らしく」という定義が難しいですが
「数は力」なので、やはり人口を維持していくこ
とが東員町らしく生き残るためには大切だと思い
ます。そして、必ず人口構成は変化するので、そ
れに合わせていく必要があると思います。

町長　確かに人口が減っていくと町のパワーは落
ちてしまいます。全国的に人口減少が進む中、東
員町だけ劇的に増加することは厳しいですが、現
状を維持していくことは大切です。東員町の人口
ピラミッドを見ると「つぼ型（逆三角形）」に
なっていて、とても不安定な状況が続いています。
しかし、高齢化率を見ると30％前半を保っている
ので、高齢者は増えていますが、同時に働く世代
の方の転入が増えているということです。今後、
継続して人口を維持するためには、引き続き町の
魅力を向上していかなければなりません。

近藤　昨年「観光地域づくりミーティング※」へ
参加しましたが、いわゆる「観光地」にあるよう
な観光資源を東員町に取ってつけることはできま
せん。しかし、一般的に観光と言えば「見る・食
べる」ものと考えがちですが、私は「体験する」
ことも観光だと思っています。東員町ではないと
できないことがあるはずです。例えば、その役目
がヴィアティン三重なのかもしれませんし、体験
を資源として提供することで、観光の道が広がっ
ていくのではないでしょうか。

町長　そもそも東員町を訪れる人が町内にお金を
落とさないと観光になりません。私が以前訪れた
島根県津和野町は「観光入込客」が年間約100万
人（当時）で、そのうち95％が日帰りで残り5％
が宿泊でした。実は、その訪問客が使うお金は日

帰りと宿泊がほぼ同じでした。つまり、滞在時間
が長くなればなるほどお金が地域に還元されるこ
とになります。「体験型観光」は滞在時間も長く
なり、宿泊する人も出てくるかもしれません。今
は東員町に宿泊施設はないですが、そのような仕
組みを作ることで地域にお金の還元が生まれると
考えています。そのために、仕組みをしっかり構
築し、その上で受け皿としてDMO（観光地域づく
り運営組織）の設立をしたいと考えています。

近藤　ヴィアティン三重と関わったのは、仕事が
きっかけでした。関わっていく中で「応援してい
きたいな」という気持ちが大きくなり、その上で、
町民として「プロスポーツクラブが東員町にある
といいな」と思い、手伝うようになりました。
ホームスタジアムがあることで私は２つの効果が
あると実感しています。１つは、今後Jリーグに昇
格すると、必ずホームゲームでもアウェーチーム
のサポーターが多く来るので、とても大きな経済
効果が見込めます。対戦相手によっては、驚くほ
どの経済効果が生まれることがあります。２つ目
は、昔私も野球をやっていて、よく父親にナゴヤ
球場へ連れて行ってもらいました。現在、東員町
ではプロスポーツ選手を間近で観ることができ、
接することさえできます。そして選手が同じ町に
住んでいるということは、どこの市町でもあるこ
とではありません。今はサッカーやバスケットだ
けですが、それでもこの距離感でプロスポーツ選
手に接することは教育的にもすごく良いことだと
思います。時には指導を受けたりすることで、
子どもたちは夢を持つことができるのではない

東員町らしく生き残るために

スポーツによるまちづくり

※東員町観光地域づくり戦略の策定を進めるにあたり、
観光関係者と情報や意見などを交換するためのミー
ティングです。

▲第１回観光地域づくりミーティング
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でしょうか。

町長　昨シーズンまでヴィアティン三重のスポー
ツディレクターを務めていた和波 智広さんは、い
なべ市出身で幼少期から知っています。小学生の
ころから足が速くで飛びぬけていました。卒業後
はベルマーレ平塚やコンサドーレ札幌などのJ１で
もレギュラーとして活躍していました。今後も
ヴィアティン三重を間近で観て、子どもたちが夢
を大きく持って育ち、この地域から和波さんのよ
うにJリーグで活躍する選手がたくさん出てきてほ
しいと思っています。そして、ヴィアティン三重
がJリーグへ昇格して活躍してくれることを願って
います。そのためにも、ヴィアティン三重には早
くJリーグへ昇格してほしいと思います。

近藤　来年ヴィアティン三重はJFL８年目ですが、
８年目で昇格するチームが多いと聞いていますの
で、来年こそは頑張ってほしいです。LA・PITA東
員スタジアムで開催するホームゲームでは、スタ
ジアムグルメをキッチンカーなどで販売していま
す。私は、出店の調整などに関わっていますが、
出店する店舗もホームタウンの事業者に限定して
いて、なるべく地域にお金が還元できるように工
夫しています。サッカーはスタジアムで飲食しな
がら観戦する文化がありますので、地域の事業者
へ還元できているはずです。

町長　近藤さんは、THE BOWL cafeでも地域の
野菜やお米などを積極的に使い、地域にお金を還
元できる仕組みを考えてもらっていて、とてもあ
りがたいです。地
元で採れるものを
加工することで付
加価値を上げる仕
組みをつくり「こ
れぞ東員町」とい
う商品を新しく創
り出すことが大切
だと思っています。

近藤　例えば、ヴィアティン三重の選手が生産か
ら販売まで関わることがあってもいいと思います。
Jリーグチームの中にも選手がお米を作って販売

東員町の将来像

▲THE BOWL cafeのバラボウル

し、それをサポーターが購入している成功例もあ
りますので、そのような取り組みもしていくとい
いと思います。

近藤　私は、昔から東京へ出たいという夢を描い
ていましたが、さまざまな理由でタイミングを失
い、東員町で生活しています。しかし、結果的に
東員町に住んでいてよかったと思っています。今
の私にとって好きな場所で好きな人と過ごすこと
が一番の幸せです。私のように、好きな場所が東
員町だと言える人がもっと増えれば、必然的に東
員町に住む人も増えると思います。そのためには、
子育て・教育・文化などの環境も大切ですが、そ
れだけではなく魅力あふれるまちになっていかな
いといけないと思います。

町長　今の東員町に足りないものは、ちょっとし
た利便性ではないでしょうか。「東員町の中心は
どこ？」と聞いても、多くの人は答えられないと
思います。やはり、誰が聞かれても答えられるよ
うにならないといけないと思いますし、日常で不
自由しない町並みが必要だと思います。私は、東
員町の中心は東員駅前だと思います。色々な規制
があるのは確かですが、東員町の将来を考えると、
そこに人が集う場所ができれば東員町はより良い
町になると思います。また、今少しずつ進めてい
る地域づくりも「自分の住む地域をつくっていく
のは自分たちだ」と誰もが思うようになれば、東
員町として本当の実力がついてきます。現状では
「地域のことは地域で」と言っても、なぜ自分た
ちがしないといけないのかという人は多いと思い
ます。しかし、自分事のように考える人が増えて
きていることも確かです。新しく住む人も含めて、
自分の住む地域を自分たちでつくりあげていけれ
ばいいなと思います。
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　4年ぶりに笹尾まつりが中央公園で行われ、各自
治会の子ども達がみこしを担いで練り歩きました。
中には初めてみこしを担ぐ子もいましたが、戸惑い
ながらも一生懸命頑張っていました。公園内には綿
菓子やスーパーボールすくいなど多くの店も立ち並
び、4年ぶりの祭を子どもから大人まで思いっ切り
楽しんでいました。

笹尾まつり10/28

とういんプラムトピックスYouTube▶

　石垣定哉画伯の一周忌を前に、石垣定哉追悼展
が総合文化センターで行われました。この日はオープ
ニングセレモニーが開催され、約30人が参加しまし
た。セレモニーでは、水谷町長や友人代表として松の
会 種村 均会長から挨拶があった後、東員ミュージ
カル出演者が昨年公演したミュージカルの楽曲「こ
の町のいろ」を披露し、参加した皆さんは石垣画伯
のことを偲んでいました。

石垣定哉追悼展11/12

とういんプラムトピックスYouTube▶

　地域づくり講演会が保健福祉センターで開かれ、約
60人が参加しました。講師に特定非営利活動法人地
域づくりの学び舎 大濱 裕氏を招き、自立的・持続的
な地域づくりや東員町の地域づくりのこれからについ
て話がありました。また、長野県飯田市の地域づくり
を学んできた笹尾東1丁目自治会が、自分たちの地域
でもできることなどを発表し、今後の地域づくりへの
意気込みなどを語っていました。

地域づくり講演会11/18

とういんプラムトピックスYouTube▶

　教育委員会委員の三貫納 幸さんが任期満了に伴
い退任し、新しく委員として川瀬 理絵さんが就任
しました。この日委嘱を受けた川瀬さんは「子ども
たちが安心して教育を受けるために、教育者ではな
く、保護者目線で協力していきたいと思います」と
意気込みを語っていました。教育委員の任期は4年
で、町の教育発展のため活動します。

教育委員に川瀬 理絵氏が就任11/20
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　演劇集団「ローカルスーパースターズ」とオーディ
ションに合格した住民の皆さんが一緒に作り上げる東員
ミュージカル。その第11弾が総合文化センターで公演さ
れました。
　今回の演目は、架空の“東員競馬場”を舞台に繰り広
げる、東員ミュージカルお馴染みの笑いあり、涙ありの
ドタバタコメディで、観客は声を上げて笑いながら、出
演者が繰り広げる演技とダンスや歌に、ミュージカルの
世界に引き込まれていました。

11/25 東員ミュージカル第11弾

LIFE IS DERBY ～あさもやの向こうから～
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みんなで守ろう交通ルール
通学路の安全を確保するために

　通学路の安全を確保するためには、新しく歩道を設置することが
望ましいですが、長期間の工事や既に家屋が立ち並んでいるため道
路の拡幅が難しいなど、多くの課題があります。その中で町では、
通学路の安全を確保するために、次のことに取り組んでいます。

町内では車両と歩行者の
接触事故が年間約10件
発生しています。

白線の外側に引かれた緑の線
がグリーンベルトです。

　皆さんはグリーンベルトをご存じですか。グリーンベルトは歩道がない道路の路側帯を緑色に着色するこ
とで、車の運転手に歩行者の通行帯であることを視覚的に認識しやすくし、注意を促すものです。歩行者の
通行帯を明確にすることで、接触事故を防ぐことができます。令和6年度から三和・稲部・神田地区の通学
路に順次設置していきます。

車を運転する皆さんへ
　グリーンベルトを設置する場所は、主に小学校の通学路です。登下校の時間帯は特にスピードを
落とし、歩行者に注意してください。

グリーンベルトの設置

　町内の各地区で選任されている東員町
交通安全推進協議会の委員が、登下校時
の街頭指導やカーブミラー磨きなどの交
通安全活動をしています。

交通安全活動

　令和4年度に神田小学校の通学路に試験的にグリーン
ベルトを設置しました。児童からは「緑色の線の上を歩
くようになった」や「線のすぐ近くを歩くようになった」
との声がありました。

神田小学校の通学路で実証実験をしました

建設課 土木係　☎86-2809問

建設課　主事
片桐 菜緒さん

▲街頭指導 ▲カーブミラー磨き

白
線

車
道
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2023年度第2回援助会員養成講座　受講生募集
とういんファミリー・サポート・センター

　ファミリー・サポート・センターは「子育てを助けて欲しい人（依頼会員）」と「子育てのお手伝いをしたい人
（援助会員）」がお互いに助け合いながら活動する組織です。次の日程で援助会員の養成講座を開催します。講
座では子育てに関するさまざまな知識を学ぶことができます。子育てを応援してみようと思う人、子育てにつ
いて学びたい人など、この機会に受講してみませんか。

★対　象　町内または近隣市町在住で20歳以上の人
　　　　　※桑名ファミリー・サポートセンター、朝日町木曽岬町ファミリー・サポート・センターと共催
★定　員　20人（予定）
★受講料　無料
※援助会員になるためには全講座受講が必要です。一度に全て受講できない場合は
　ご相談ください。
※託児あり（無料・事前予約制）

とういんファミリー・サポート・センター
特定非営利活動法人三重県子どもＮＰＯサポートセンター 北勢中部地域センター
四日市市富田1丁目８－１１　子育ち広場∴ドロップｉｎ内
☎080-9729-3095　Ｅメール touinfsc@gmail.com
※この事業は特定非営利活動法人三重県子どもＮＰＯサポートセンターが町から委託を受け実施しています

問

子ども・子育てを取り巻く環境

子どもの遊び

子どもの心の発達・障がいについて

子どもの栄養と食生活

身体の発育と病気

子どもの事故と安全

児童虐待と社会的養護

保育の心

基礎講座「子どもの権利」

小児看護の基礎知識

子どもの生活のケアと援助

講座をふりかえって

会則の説明

10：00～ 12：00

13：00～ 15：30

9：30～ 12：30

13：30～ 16：30

10：00～ 12：00

13：00～ 16：00

9：30～ 11：30

12：30～ 14：30

14：40～ 16：40

10：00～ 12：00

13：00～ 14：30

14：40～ 16：10

16：10～ 16：40

日程・会場

1月27日（土）
パブリックセンター（桑名市）

2月3日（土）
精義まちづくり拠点施設（桑名市）

2月4日（日）
パブリックセンター（桑名市）

2月12日（月・祝）
新西方コミュニティセンター（桑名市）

2月23日（金・祝）
新西方コミュニティセンター（桑名市）

講　座　名 時　間
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　2月26日任期満了に伴う東員町議会議員選挙を行います。
　私たちにとって一番身近で大切な選挙です。投票は一人の大人として自らの意思表示をする大切な機会です。
皆さんの大切な一票を町政へ届け、より良いまちづくりに参加しましょう。

　投票日現在18歳に達している人（平成18年2月5日以前に生まれた人で、令和5年10月29日までに東員町
に転入手続きをし、引き続き東員町に住所を有している人）
※投票する日までに町外に転出した場合は投票できません。

投票できる人

①投票所へ行くときは、入場券を忘れずに持参しましょう。
②投票所を間違えないようにしましょう。指定された投票所以外では投票できません。
③投票するときは、投票所内に掲示されている候補者の氏名を見て、もう一度確かめてから投票しましょう。

投票日の注意点

　間違った入場券が届いたとき、または2月1日（木）ごろになっても入場券が届かないときは、東員町選挙管理
委員会へお問い合わせください。

入場券について

東 員 町 議 会
議 員 選 挙

投票日　2月4日（日）7：00～ 20：00
告示日　1月30日（火）
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東員町選挙管理委員会事務局（総務課）　☎86-2800　FAX 86-2850問

　選挙期日（投票日）に仕事がある人や投票区の区域外に旅行または滞在する人は、期日前投票ができます。
あらかじめ入場券裏面の宣誓書を記入し、期日前投票所へお越しください。

期日前投票制度

　選挙の期間中、東員町以外の市区町村に長期滞在している人は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不
在者投票ができます。東員町選挙管理委員会へ投票用紙など必要な書類を請求してください。なお、手続き
は郵送で行うため、一定の日数を要します。余裕を持って請求してください。
　また、三重県選挙管理委員会が指定した病院や老人ホームなどに入院・入居している人は、その施設内で
投票ができます。病院長などにお伝えください。

不在者投票制度

　次の条件に該当する場合、郵便による不在者投票ができます。郵便による不在者投票は、郵便等投票証明
書が必要です。まだ交付を受けていない人や証明書の有効期間が過ぎている人は、早めに東員町選挙管理委
員会で手続きをしてください。

郵便による不在者投票制度

　東員町選挙管理委員会が発行する、候補者の氏名・経歴・政見などが記載された選挙公報を、中日新聞販
売店から配達される新聞の折り込みとポスティングで各戸配布します。有権者のいない世帯にも配布されま
すが、ご了承ください。選挙公報は総務課・笹尾連絡所・総合文化センターにも備え置きます。

選挙公報について

総合体育館1階　第1会議室

笹尾コミュニティーセンター

期日前投票所
1月31日（水）～ 2月3日（土）

8：30～ 20：00

2月3日（土）
8：30～ 17：00

期日前投票期間

両下肢、体幹、
移動機能の障害

〇

〇

〇

1級

〇

－

〇

2級

〇

〇

3級
障害名

障害の程度

心臓、じん臓、
呼吸器、ぼうこう、
直腸、小腸の障害

免疫、肝臓の障害

身
体
障
害
者
手
帳

両下肢、
体幹の障害

〇

〇

特別
項症

〇

〇

第1
項症

〇

〇 〇

第2
項症

第3
項症

障害名
障害の程度

心臓、じん臓、
呼吸器、ぼうこう、
直腸、小腸、肝臓
の障害

戦
傷
病
者
手
帳

要介護
状態区分

要介護5

介
護
保
険
の
被
保
険
者
証
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　次の日程で町県民税申告の出張受付を行います。職員と面談で書類の確認や聞き取りを行い、一緒に申告書
を作成できます。お住まいの地区の開催日にお越しください。
　なお、開催日に都合が合わない人や確定申告の相談を希望の人は2月16日（金）から3月15日（金）までの確定
申告相談をご利用ください。詳しくは広報とういん2月号でお知らせします。

　令和6年1月1日に東員町に住民票がある人は町県民税の申告が必要です。ただし、次に該当する人は町
県民税の申告は不要です。
❶所得税の確定申告を提出する人
❷公的年金の収入のみ、給与収入のみまたはその両方のみで、申告する控除が全て源泉徴収票に記載されて
いる人
❸東員町に居住している人の源泉徴収票や申告書に、扶養親族または同一生計配偶者として記載されている人

※午前の受付者が多数の場合、午後の受付となります。また、定員になり次第受付を終了します
※農業・営業・不動産の収支計算の相談はできません

町県民税の申告が必要な人

❶申告者のマイナンバーがわかるもの（マイナンバーカードなど）と本人確認書類（運転免許証など）の原本
※自身で町県民税の申告書を作成し提出する場合は、コピーを添付してください
❷町県民税の申告書（届いた人のみ）
❸所得額を計算できる書類（源泉徴収票など）
❹社会保険料（国民年金保険料）控除証明書や国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料の納付済
証明書など
❺生命保険料や地震保険料の控除証明書
❻寄附金控除を申告する人は、寄附金の受領書など
❼医療費控除を申告する人は、医療費控除の明細書や医療費通知
　※医療費控除の明細書を作成していない場合は、受付できません
❽営業・農業・不動産所得を申告する人は、収支内訳書
　※収支内訳書を作成していない場合は、受付できません

申告に必要なもの

町県民税申告の出張受付について

笹尾コミュニティーセンター

保健福祉センター

申告会場

2月7日（水）～ 9日（金）

2月13日（火）～ 15日（木）

9：00～ 11：00
13：00～ 15：00

9：00～ 11：00
13：00～ 15：00

笹尾西・笹尾東・城山

筑紫・穴太・瀬古泉
山田・六把野新田
鳥取・八幡新田・大木
北大社・南大社・長深
中上

開催日 受付時間 対象地区
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　1月29日（月）10：00 ～
　※事前予約ができるのは、希望日の2日前までです
　（例）受付希望日　　　　2月19日（月）
　　　 事前予約可能日　　2月17日（土）まで

事前予約開始日時

　インターネットで予約を受け付けします。町ホームページまたは右の二
次元コードから事前予約してください。

予約方法

予約はこちら▶

　町主催の町県民税・確定申告の申告受付の事前予約が次の日程でできます。今年は町県民税申告の出張受付
も事前予約できます。当日の待ち時間が少なくなりますので、ぜひご利用ください。
　なお、申告受付当日に先着順で受付する「当日分」も従来どおり行いますが、若干数となります。

町主催の申告受付「事前予約」について

税務課 課税係　☎86-2801問

スマホからの事前予約方法

手順　1 手順　2 手順　3 手順　4

手順　5 手順　6 手順　7 手順　8

二次元コードを読み取る

予約は1人ずつです。
2人分予約する場合は、
1人目を予約した後に、
再度「手順1」から２人
目を予約してください。

申告会場を選択する 申告内容を確認する 希望日を選択する

予約時間を選択する 氏名（カナ）・電話番号・
生年月日・メールアド
レス（任意）を入力する

注意事項を確認し、
チェックを入れる

予約内容を確認後
「送信」を押す

これで予約完了です。
メールアドレスを入力
した人には「予約完了
メール」が送信されま
す。
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問申 東員町スポーツ協会事務局（総合体育館内）　☎86ｰ2819　FAX 86ｰ2857　Eメール tsports@intsurf.ne.jp

東員町スポーツ協会からのお知らせ
（体育協会・スポ少・とういんフレンドリークラブ）

体育協会 募集

問 社会教育課 生涯学習係　☎86ｰ2816

第27回三重県民ゴルフ　東員地区大会（三重県ゴルフ連盟共催）
日　　時　4月15日（月）
場　　所　ナガシマカントリークラブ
　　　　　いなべ市員弁町市之原2164（☎74ｰ4111）
募集人員　一般参加者募集　25組100人程度
　　　　　※地域対抗団体戦同時開催
申込方法　所定の申込用紙（総合体育館窓口備付）に必要事項を記入の上、
　　　　　次の受付日時に必ず持参してください。
受付日時　3月13日（水） 17：00～ 18：00
受付場所　総合体育館　第1会議室前
※申込多数の場合は、受付終了後に抽選
※1人1組まで、代理申込可
※電話、FAX、受付時間前の申込不可

【整理券について】
★配布開始日　1月17日（水）
　　　　　　　※無くなり次第終了
★配布場所　総合文化センター　窓口
　　　　　　　（8：15～ 17：00）

町ホームページ▶

この大会は、ゴルフ振興基金より助成を受けて運営されます。

2月11日（日）
13：00開演

総合文化センター
ひばりホール

入場料無料（全席指定）
※整理券が必要です
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ズームアップおおだい ZOOM UP ODAI

　東員町の皆さまには、輝かしい希
望に満ちた新春をお迎えのことと心
よりお慶び申し上げます。
　東員町におかれては、毎年、民間
の不動産会社が発表する「街の幸福
度ランキング2023」東海版では５
位、三重版では３年連続１位に輝く
など、三重県内で今、最も注目度の
高い自治体であり、我が町の事であ

るかのように感じられ、大変誇らしい気持ちです。
　また、名古屋など都市部に近いという恵まれた立地環境
に甘えることなく、水谷町長のリーダーシップのもと、町
民お一人おひとりが、町民憲章にうたわれている「五つの
項目」の実現に向け、日夜、ご努力されていることの賜物
であると考える次第です。

　昨年を振り返りますと、４月の町長選挙にて、水谷町長
が無投票で４回目の当選を果たされ「東員町第６次総合計
画」の将来像「おみごと！があふれる町へ」の実現を目指

し、その羅針盤となるべき「東員町広報戦略」が始動され
ました。
　これは、町民の皆さま、お一人おひとりの「おみごと」
を輝かせる広報という理念のもと、町民の皆さまの理解、
信頼、共感、貢献そして愛着や誇り（シビックプライド）
の醸成を進められるもので、大台町も大いに参考にさせて
いただいております。
　一方、大台町では、11月12日に、大台町役場周辺にて
「第15回どんとこい大台まつり」を4年ぶりに開催するこ
とができ、特産品の販売などの各種出店や、千人鍋のふる
まい、松阪牛の試食、大台町茶業組合による「ぴったしカ
ン缶茶」などさまざまなブースが並び、これまで以上の賑
わいで、水谷町長にもご出席いただき、開会式を大いに盛
り上げていただきました。

　令和６年も、東員町と大台町の友好親善提携を通じて、
両町のさらなる発展と交流を深めていきたいと思います。
新たな年が皆さまにとって、健康で、幸せで、充実したも
のとなりますよう心から願っております。

新年あけましておめでとうございます

大台町長

十二支にまつわるお話図書館
だより

★
  T
oi
n 
Lib

rary
 Letter 2024.1   ★

 Toin Library Letter2
02

4.
1

日本人の心に息づく十二支の動物たち。
各地の伝承・ことわざ・祭・神事など、
12の動物たちに託す人々の想いを語る。

図書館の
お休み
図書館の
お休み
図書館の
お休み 日時　1月27日（土）・2月10日（土）

　　　11：00～
場所　総合文化センター図書館横プレールーム

よみきかせ会

＜背ラベル＞とは本の背表紙に貼ってあるラベルのことで、色と数字などで本の所在場所を示します。
背ラベル　青　382 背ラベル　青　388 背ラベル　絵本　カ

問 図書館 ☎86ｰ2818

●印が休館です（毎週火曜・第2月曜・最終月曜）

十二支の動物たちが組み込ま
れていることわざを集めて、
動物ごとに紹介します。

牛は初詣、うさぎは羽根つき、龍は
凧上げなど、十二支の動物たちが思
い思いに正月を楽しむ様子を描く。

ZOOM UP ODAI

2月
日 月 火 水 木 金 土

＊ ＊

＊ ＊ ＊ ＊ 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29

ZOOM UP ODAI

1月
日 月 火 水 木 金 土

＊ ＊

＊ 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 ＊
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地域包括支援センター通信　vol.30

　寒い日が続き、外に出る機会が少なくなっていませんか。冬の間に筋力が落ちないように、おうちでできる
簡単な運動を紹介します。  ※体に無理のない範囲内で行ってください

問 地域包括支援センター　　 （担当：神田・稲部・三和地区） ☎76ｰ6000
第二地域包括支援センター （担当：笹尾・城山地区） 　　　☎76ｰ7771

市民活動支援センターだより市民活動支援センターだより市民活動支援センターだより

寒い日はおうちで簡単な運動をしませんか

イベント情報
日　時 申 込 先

1月24日（水）10：00～ 11：30 第二地域包括支援センター栄養セミナー
～フレイル予防の食事を学ぼう！～

1月のNPOカフェはお休みです

問 写遊人　☎090ｰ6571ｰ1657（小池） 問 楽絵筆　☎080ｰ9508ｰ1295（平井）

四季展～写真作品展～ 楽絵筆 水曜会
日　時　1月19日（金）～ 25日（木）
　　　　10：00～ 19：00（最終日は15：00まで）
場　所　サンシパーク内　
　　　　川スミメガネ本店ギャラリー
内　容　楽絵筆グループの水彩画などの

作品展示 

イベント情報

日　時　1月12日（金）～ 18日（木）
　　　　10：00～19：00（最終日は15：00まで）
場　所　サンシパーク内　
　　　　川スミメガネ本店ギャラリー　
内　容　プロアマ写真家集団によるスナップ　　

ショット・風景・ネイチャー・
フォトアート 

両足をそろえ、かかとを軸に
つま先の上げ下ろしをします

つま先上げ運動

左右同時に20回、
2セット行いましょう

①壁や椅子に手をついた状態でかか
とを上げて、つま先立ちをします
②ゆっくりとかかとの上げ下げを繰
り返します

かかと上げ運動

左右同時に10回、
2セット行いましょう

①ひざが曲がらないように、片方の
足をゆっくり後ろに上げます
②そのままの状態を１秒間つづけた
後、ゆっくりと元の姿勢に戻します

足の後ろ上げ

左右10回ずつ、
2セット行いましょう

①椅子に座ってしっかり背すじを伸ばします
②姿勢を保ったままゆっくり太ももを上げます
③上げた太ももをゆっくり下ろします

もも上げ運動

左右10回ずつ、
2セット行いましょう

　とういん市民活動応援募金（コーヒー募金）は、地域で活動する市民活動登録団体を応援する募金で
す。現在、とういん市民活動支援センター内に市民活動登録団体が作ったポスターを掲示しており、コ
ーヒーを飲んで投票ができます。皆さん、コーヒーを飲んで市民活動登録団体を応援してください。
★投票期限　1月15日（月）　※コーヒー 1杯（100円）につき、1回投票できます

とういん市民活動応援募金（コーヒー募金）
ご参加ください！

問 とういん市民活動支援センター　☎86ｰ2866　Eメール shimin@town.toin.lg.jp
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健康相談・測定会

　体組成、血圧、血糖の測定およ
び健康相談を行います。
★日時　1月10日（水）
　　　　2月13日（火）
　　　　 8：30～12：30　
　　　　13：30～16：30
★場所　保健福祉センター
★対象　町内在住の人
★参加方法　申込不要、直接会場
にお越しください。
※健康づくりポイント事業のポイ
ント付与対象です。
問 健康長寿課 健康づくり係 ☎86-2823

スマイルカフェ 
（認知症カフェ）

　認知症の人やその家族、専門職
や地域住民など、どなたでも気軽
に集えるカフェです。
★日時　①1月17日（水）
　　　　②2月14日（水）
　　　　10：00～12：00
★場所　NPO法人 宅老所紫苑
　　　　（六把野新田138-5）
★内容
①動いて！笑って！福・福体操
②バレンタインデーギフト作り
★定員　①10人　
　　　　② 8人
★申込方法　電話

問 NPO法人 宅老所紫苑	
　 ☎080-7178-6492（村井）　

まめまちカフェ 
（認知症カフェ）

　もの忘れなどに不安のある人や
その家族が、気軽に訪れることが
できる集いの場です。本人や家族、
専門職や地域住民が集い交流をと
おして、お互いの理解を深めるこ
とができます。
★日時　1月18日（木）
　　　　13：00～15：00
★場所　ふれあいセンター
　　　　1階　会議室
★持ち物　飲み物
★参加方法　申込不要、直接会場
にお越しください。
問 健康長寿課 健康づくり係 ☎86-2823

認知症サポーター養成講座

　認知症は誰もが起こり得る「脳
の病気」です。町では、認知症に
なっても安心して暮らせるまちづ
くりを目指し、認知症サポーター
を養成しています。
　認知症サポーターは、何か特別
なことをする人ではありません。
認知症について正しく理解し、偏
見を持たず、自分のできる範囲で
認知症の人やその家族を温かく見
守る「応援者（サポーター）」です。
　受講後には、認知症サポーター
の証

あかし
となる「認知症サポーター

カード」をお配りします。
　家族、友人などをお誘いあわせ
の上、ぜひご参加ください。
★日時　1月26日（金）
　　　　13：30～15：00
★場所　役場西庁舎　201会議室
★対象　町内在住・在勤の人

わかちあいの会 
自死遺族の集い

★日時　1月27日（土）
　　　　13：30～15：30
★場所　三重県こころの健康セン
ター
★対象　家族を自死で亡くした人
★参加費　無料
★申込方法　電話
※秘密は厳守します。無理に話さ
なくてもかまいません。

問 三重県こころの健康センター	
　 ☎059-253-7821

認知症家族介護者相談会

　認知症に関わる悩みや不安の相
談をお受けします。また、介護者
同士で情報交換も行っています。
★日時　2月1日（木）
　　　　10：00～11：30
★場所　ふれあいセンター
　　　　2階　研修室
★参加方法　申込不要、直接会場
にお越しください。
問 健康長寿課 健康づくり係 ☎86-2823

★参加費　無料
★定員　30人（先着順）
★申込方法　電話・窓口
★申込期限　1月24日（水）
問 健康長寿課 健康づくり係 ☎86-2823
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もの忘れ相談＆健康測定会

　「最近、もの忘れが増えてきた」
「何度も同じ話をするようになっ
て心配」などの悩みはありません
か。専門職が相談に応じます。また、
健康チェックも併せてできます。
★日時　2月8日（木）
　　　　13：30～15：00
★場所　ウエルシア東員町山田店
　　　　ウエルカフェスペース
★対象　町内在住の人
★内容　もの忘れ相談、体組成・
骨強度・握力の測定
★参加方法　申込不要、直接会場
にお越しください。
※健康づくりポイント事業のポイ
ント付与対象です。
問 健康長寿課 健康づくり係 ☎86-2823

令和6年度 
東員町各種検診申し込みについて

　2月初旬に各種検診申込書を対
象者のいる世帯へ送付します。が
んは日本人の死因第1位ですが、
医療技術の進歩によって治らない
病気ではなくなってきました。が
んの早期発見のため、検診を受診
しましょう。
★申込方法　郵送、健康長寿課・
笹尾連絡所窓口
★申込期限　2月29日（木）
　　　　　　※当日消印有効
※町での検診を希望しない人は、
該当する理由の項目に丸をつけて
提出してください。
※各種検診申込書の返送は、健康
づくりポイント事業のポイント付
与対象です。
問 健康長寿課 健康づくり係 ☎86-2823

ハート・リフレッシュ相談 
～こころの健康相談～

　最近訳もなくイライラが募った
り、困っていることはありません
か。病院へ行くほどではないこと
でも、一人で悩まず相談してみま
せんか。
★日時　2月19日（月）
　　　　13：30～16：30
★場所　保健福祉センター
★担当　東員病院 精神保健福祉士
★申込方法　電話
★申込期限　2月15日（木）
問 健康長寿課 健康づくり係 ☎86-2823

パブリックコメントを 
募集します

　次のとおり計画（案）を公表す
るとともに、町民の皆さんから意
見を募集します。
★募集案件
東員町高齢者福祉計画・第9期介
護保険事業計画（案）
東員町健康増進計画（案）
★公表場所　町ホームページ、健
康長寿課、笹尾連絡所、図書館
★募集期間
1月29日（月）～2月16日（金）
★募集方法　健康長寿課窓口、郵
送、FAX、Eメール
※電話受付不可。詳しくは町ホー
ムページをご覧ください。

　　　　　　町ホームページ▶

問 健康長寿課 ☎86-2823 FAX86-2851	
　 Eメール kenkou@town.toin.lg.jp

農業委員募集

　欠員が生じたため、農業委員を
募集します。
★募集人数　1人
★任期　
任命日から4月29日（月・祝）まで
★申込方法　農業委員会事務局

（産業課内）または町ホームページ
で募集要項をご確認の上、所定の
用紙を事務局へ提出してください。
★申込期限　1月31日（水）

　　　　　　町ホームページ▶

問東員町農業委員会事務局	
　（産業課内）☎86-2808

令和5年度の検診結果が 
要精密検査と判定された人へ

　検診の目的は、病気を早期発見
し、治療につなげることです。町
の検診結果が「要精密検査」の人
は、精密検査を必ず受診しましょ
う。
問 健康長寿課 健康づくり係 ☎86-2823

保険料の納付済額のお知らせ

　1月下旬に確定申告で使用する、
国民健康保険料・介護保険料・後
期高齢者医療保険料の納付済額の
お知らせを送付します。

問 保険年金課 ☎86-2805	
　 健康長寿課 高齢福祉係 ☎86-2823
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東員第一中学校移転建設事業 
事業認可図書（写し）の縦覧

　東員第一中学校移転建設事業に
ついて、三重県知事が認可し、都
市計画事業の図書の写しが送付さ
れたため、都市計画法第62条第
2項の規定により、事業認可図書

（写し）の縦覧を行います。
★都市計画事業の種類および名称
種類　桑名都市計画学校事業
名称　第2号　東員第一中学校
★事業施行期間
11月28日（火）
～令和9年3月31日（水）
★縦覧図書
・事業地を表示する図書
・設計の概要を表示する図書
★縦覧期間
公告の日から令和9年3月31日

（水）まで（平日8：15～17：00）
★縦覧場所　教育総務課窓口
問 教育総務課 中学校建設係 ☎86-2814

10歳を祝う会 
inイオンモール東員

★日時　1月28日（日）
　　　　11：00～／14：00～
★場所　イオンモール東員　
　　　　2階　イオンホール
★対象　町内在住の小学4年生お
よびその家族
※詳しくはホームページをご覧く
ださい。
　　　　　

イオンモール東員
　　　　　　　ホームページ▶

問 イオンモール東員 ☎84-7100

110番の正しい利用を

　110番は事件や事故などが発
生した場合の、緊急通報専用の電
話です。警察官が
・何がありましたか
・ケガはありませんか
・いつ、どこでありましたか
などの質問をします。落ち着いて
答えてください。
　なお、1分1秒を争う事件事故
に迅速に対応するため、お急ぎで
ない相談や問い合わせは次の電話
番号へおかけください。
・警察安全相談電話　#9110
・いなべ警察署　84-0110
問 いなべ警察署 ☎84-0110

学童保育所入所説明会

　学童保育所の入所（再入所）を
希望する人は、必ず希望する学童
保育所の説明会に参加してくださ
い。なお、問い合わせは平日15：
00から18：00までにお願いしま
す。
★キッズ東員1、2、3
日時　1月13日（土）10：00～
場所　キッズ東員
　　　（神田小学校プール南）
問い合わせ先　☎090-3950-5511
★三和学童保育所
日時　2月3日（土）19：00～
場所　三和学童保育所
　　　（三和幼稚園東）
問い合わせ先　☎76-7776
★学童クラブ バンブーキッズ東A、B
日時　2月3日（土）10：00～
場所　学童クラブバンブーキッズ東
　　　（笹尾東小学校内）
問い合わせ先　☎080-5151-7703
★城山地区留守家庭児童会（ちき	
ゅうクラブ）
日時　2月18日（日）10：00～
場所　城山地区留守家庭児童会
　　　（城山小学校内）
問い合わせ先　☎76-0062

支援員募集中！！ 
詳しくは子ども家庭課まで 

☎86-2872

リサイクルの森 
体験プログラム

　廃材を利用した道具で大きな龍
の絵を描いてみよう。
★日時　1月27日（土）
　　　　10：00～／13：00～
※約90分間のプログラムです
★場所　桑名広域清掃事業組合
　　　　リサイクルの森
★対象　桑名市・東員町・木曽岬
町在住の人
★定員　各回5組25人
※小学生以下は保護者同伴
※お子さんは上靴持参
★申込方法　ホームページ
★申込期限　1月25日（木）
　　　　　　16：00まで
　　　　　　

リサイクルの森
　　　　　　　ホームページ▶

問 桑名広域清掃事業組合	
　 リサイクルの森 ☎87-5133
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甲種防火管理再講習 
防災管理再講習

　建物全体の収容人数が300人
以上で甲種防火対象の防火管理者
または大規模な防火対象物で防災
管理者の選任が義務付けられてい
る防災管理者は、講習終了後最初
の4月1日から5年以内に、再講
習を受講することが義務づけられ
ています。
★日時　2月22日（木）
　　　　9：00～12：00
★場所　桑名市消防本部
★対象　甲種防火管理新規（再）
講習または防災管理新規（再）講
習 を、 平 成31年3月31日 以 前
に受講した、桑名市消防本部管内
の事業所や管内に居住している人。
★定員　40人
★受講料（テキスト代含む）
2,500円（当日集金）
★申込方法　申込フォーム
★申込期間　
1月9日（火）～31日（水）

　　　　　申込フォーム▶
問 桑名市消防本部 予防課 ☎24-5282

社会保険料（国民年金保険料） 
控除証明書について

　国民年金保険料は、納付した全
額が所得税・市町村民税などの社
会保険料控除の対象です。国民年
金保険料を社会保険料控除として
申告する場合は、1年間に納付し
た国民年金保険料額を証明する書
類の添付が必要です。
　1年間に納付した国民年金保
険料の額を証明する「社会保険料

（国民年金保険料）控除証明書」は、
日本年金機構本部が令和5年11
月上旬までに送付しています。年
の途中から国民年金に加入した場
合などで、令和5年10月3日以
降に初めて保険料を納付した人に
は、2月上旬に同様の証明書を送
付します。
　確定申告を行うまで大切に保管
してください。

問 日本年金機構年金加入者ダイヤル	
　 ☎0570-003-004	
　 四日市年金事務所 ☎059-353-5515

老齢年金の源泉徴収票について

　老齢年金は、所得税法上の雑
所得として所得税がかかります。
65歳未満でその年の支払額が
108万円以上の人や、65歳以上
でその年の支払額が158万円以
上の人は、原則として所得税がか
かります（この年金額より少ない
人は源泉徴収されません）。年金
に課税される所得税は、各支払月
に支払われる額から源泉徴収され
ます。
　老齢年金を受給している人に
は、1月下旬に前年分の「源泉徴
収票」を送付します。確定申告の
ときに税務署に提出してください。
また、源泉徴収票の再交付や、亡
くなった人の確定申告（準確定申
告）に源泉徴収票が必要となる場
合は、四日市年金事務所にお問い
合わせください。

問 日本年金機構年金加入者ダイヤル	
　 ☎0570-003-004	
　 四日市年金事務所 ☎059-353-5515

※とういんプラムトピックス・スペシャル番組の詳しい放送内容は、放送番組内、
　町ホームページでお知らせしています。
※番組は予告なく変更になる場合があります。
※トピックスはインターネットでも！ 町ホームページ内からプラムトピックスを検索。

★時　間　7：00～、13：00～、19：00～、22：00～
　※毎週金曜日に番組を更新！放送時間は15分

とういんプラムトピックスとういんプラムトピックス
ケーブルテレビ12chで放送中！

東員町
番組案内

～町のHOTな話題～

問 政策課 広報秘書係 ☎86ｰ2862

東員ミュージカル第11弾 LIFE IS DERBY ～あさもやの向こうから～
★日　時　1月19日（金）～25日（木）19：15～（予定）

～スペシャル番組～

三重県特定（産業別） 
最低賃金改定

　特定の産業に該当する事業場で
働く労働者に適用される特定（産
業別）最低賃金が、令和5年12月
21日から改定されました。詳しく
は町ホームページをご覧ください。

　　　　　　町ホームページ▶

問 三重県労働局労働基準部賃金室	
　 ☎059-226-2108
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イベント名 日　時

子育て相談（電話相談・面接相談）　※Eメールでも可
秘密は厳守します。お気軽にご相談ください。 　　 月～金曜日　　　 8：15～17：00

なかよし広場
　　 月～金曜日　　　 8：30～11：30　／　13：00～16：00
　　 ※10：00～10：10、14：30～14：40に環境整理の時間があります

土曜開放日 2月 3日（土）　　 8：30～11：30

親子ミニサロン「ベビーサイン」　　　　　　　　　　定員10組
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※要予約 2月 7日（水）　　10：15～11：15

ワークショップ～親子ふれあい遊び～ 　　　　　　　定員10組
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※要予約 2月 15日（木）　　10：15～11：15

子育て支援センター 場所：子育て支援センター　ふれあいセンター2階

問 子ども家庭課 子ども総合相談室 ☎86ｰ2872　子育て支援センター ☎86ｰ2876　Eメール　nakayosi@town.toin.lg.jp

子 ど も 総 合 相 談 室 子 育 て 支 援 セ ン タ ー＆ 情報
子ども総合相談室
イベント名 日　時 内　容 場　所 申し込み

妊婦・育児相談 1月17日（水）
9：30～11：00

妊婦相談、身体計測、育児・栄養・母乳相談
持ち物　母子健康手帳　
対象　乳幼児とその保護者、妊婦

子育て支援センター 不要

3歳児健康診査 1月25日（木）
13：00～

問診、歯科・内科健診、身体計測、相談
対象　令和2年5月1日～6月30日生の幼児 保健福祉センター 不要

対象者に通知します

マタニティ教室パート2 1月27日（土）
受付9：50～

お産について、呼吸法・リラクゼーションについて、
パートナーの妊婦体験、抱っこ・オムツ交換
対象　妊娠28～35週の人とパートナー（または家族）

子育て支援センター 1月18日（木）まで
対象以外の人も可

離乳食教室前期 2月 8日（木）
受付9：50～

離乳食（前期・中期）の進め方、育児・栄養相談
対象　生後3～5カ月の乳児の保護者 保健福祉センター 2月2日（金）まで

定員15人

1歳6か月児健康診査 2月15日（木）
13：00～

問診、歯科・内科健診、身体計測、相談
対象　令和4年6月1日～7月31日生の幼児 保健福祉センター 不要

対象者に通知します

ふ れ あ い 相 談
相談内容 日　時 場　所 問い合わせ

出張年金相談
※完全予約制　（1カ月前から申込可）　　
　予約される場合は、基礎年金番号の　
　分かるものをご準備ください。　　　

1月11日（木）・18日（木）・25日（木）
2月 1日（木）・ 8日（木）・15日（木）
10：00～12：00、13：00～15：00

柿安シティホール
（桑名市民会館）

四日市年金事務所
☎059ｰ353ｰ5515

心配ごと相談・無料弁護士相談
※要予約
法律に抵触する場合は、相談に応じること
ができません。

1月21日（日）　 9：30～11：30 笹尾コミュニティーセンター
東員町社会福祉協議会

☎76ｰ1560
2月 5日（月）　 9：30～11：30 ふれあいセンター

消費生活相談
※予約不要

1月26日（金）　 9：00～12：00
2月 9日（金）

保健福祉センター

町民課 町民活動係
☎86ｰ2806

北勢地域若者サポートステーション出張相談
※要予約 2月 7日（水）　10：00～12：00 北勢地域若者サポートステーション

☎059ｰ359ｰ7280
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・広報とういん発行時点での予定ですので、変更になる場合があります。町民カレンダーと併せてご活用ください。
・カレンダー掲載の行事については、各担当課へお尋ねください。	 	 	

　お子さんの写真を載せてみませんか。
掲載時に就学前のお子さんを対象とします。
なお、ペットの写真も募集しています。
掲載希望の方は、政策課広報秘書係

（☎ 86-2862）までお問い合わせください。
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2月

広報カレンダー

山内　優
ゆ

茉
ま

ちゃん
　　　　　　　　　　　　　　　　（9か月）　

お兄ちゃんのことが大好きな優茉！元気

いっぱい、笑顔いっぱい大きくなーれ♡

（六把野新田：孝介さん・綾乃さん）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 水道料金・下水道使用料（1月定例分）………1月 29日
国民健康保険料（7期分）………………1月 31日　　後期高齢者医療保険料（7期分）……1月 31日
介護保険料（7期分）……………………1月 31日　　町県民税（4期分）……………………1月 31日

今月の納付は

旧年中はヴィアティン三重への多大なるご支援、ご声援を誠にありがとうございました。2023年はコロナ禍が明け、スタジアムや地域に活気が溢れた1年となりました。
本年も地域の皆さまが笑顔で集う、さらなる活気溢れた街となりますよう、クラブに関わる皆さまと共に、挑戦を続けて参ります。
そして、昨年届かなかったＪリーグ昇格へ。より一層、熱いご支援、ご声援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。　　　　　　　　　2024年元旦　ヴィアティン三重

心配ごと相談・無料弁
護士相談　12 月号 P23

土曜開放日　
12 月号 P23

二十歳を祝う会　
12 月号 P15

親子ミニサロン　12 月号 P23
若者サポートステーショ
ン出張相談　12 月号 P23
健康相談・測定会　P19

認知症家族介護者
相談会　12 月号 P19

離乳食教室後期　
12 月号 P23
出張年金相談　P23

マタニティ教室パート 1
12 月号 P23
消費生活相談　12 月号 P23

よみきかせ会　
12 月号 P17

町クラブ対抗サッカー
大会　12 月号 P16

スマイルカフェ
（認知症カフェ）　P19
妊婦・育児相談　P23

まめまちカフェ
（認知症カフェ）　P19
出張年金相談　P23

心配ごと相談・無料弁
護士相談　P23

栄養セミナー　P18 3 歳児健康診査　P23
出張年金相談　P23

認知症サポーター
養成講座　P19
消費生活相談　P23

よみきかせ会
P17

わかちあいの会　P19
リサイクルの森「体験
プログラム」　P21
マタニティ教室パート2　P23

町卓球大会（個人戦）
12 月号 P16
10 歳を祝う会　P21

認知症家族介護者
相談会　P19
出張年金相談　P23

土曜開放日　P23

問 ヴィアティン三重ファミリークラブ ☎ 87-6009

vol.40


